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第６章 計画の達成状況の評価 

１ 計画の進行管理体制 

   この計画の効果的な実施を推進するためには、適切な計画の評価と進行管理が

必要です。 

   このため、「山梨県保険者協議会」や「山梨県医療審議会」等を活用し、定期

的に計画の達成状況を評価し、その結果に基づいて必要な対策を実施します。 

 なお、進行管理は、計画の実効性を高めるため「ＰＤＣＡサイクル（注13）」に

基づく管理を行います。 

 

山梨県医療費適正化計画  

 

                                        

 

山梨県保険者協議会      山梨県医療審議会 

 

               参加             フィードバック 

 

 

 

 

 

（注 13）ＰＤＣＡサイクル 
   ＰＤＣＡサイクルとは、Ｐｌａｎ／Ｄｏ／Ｃｈｅｃｋ／Ａｃｔｉｏｎの頭文字を揃えたもので、計画（Ｐ

ｌａｎ）→実行（Ｄｏ）→検証（Ｃｈｅｃｋ）→改善（Ａｃｔｉｏｎ）の流れを次の計画に活かしていく

プロセスをいいます。 

 

医療機関等 

関係団体 
市町村 

福祉施設等

関係団体 
保険者等 学識経験者等 
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２ 計画の評価 

   計画の進捗状況や目標の達成状況、あるいは計画に掲げた取り組みの効果

を適正に把握するために、前記の進行管理体制により、以下のとおりの評価

を行うこととします。 

 (1) 進捗状況の公表 

計画の進捗状況は、毎年度（計画最終年度及び実績評価を行った年度を

除く）、公表します。 

 (2) 進捗状況に関する調査及び分析（暫定評価） 

   計画期間の最終年度には、進捗状況に関する調査・分析を行い、その評

価結果を公表するとともに、次期計画の見直しに活用します。 

 (3) 実績の評価 

   計画期間終了の翌年度には、目標の達成状況を中心とした実績評価を行い、

その結果を公表します。 

 

 

 


